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・札幌の道庁周辺に行く機会がありました。車道の雪は
泥が混ざり茶色に汚れ、固めのシャーベット状態になって
いました。そのため横断歩道は歩きにくく、どちらかとい
うと東京の雪道に近いように感じました。それに比べ、
幌延の道は歩道も車道も汚れがなく真っ白。同じ北海道
でも全く異なる雪の表情に感激です。
・先日、スノーシューが手に入り、参加を目論んでいる「町
民歩くスキーの集い」のコースの下見もかねて、豊幌林道、
ふるさとの森の裏にある林道など各所を歩き回りました。
踏み固められていてスノーシューなしでも歩けます。いた
るところにウサギ、鹿、テンなどの足跡が見られました。
バイパスと並走しているコースでは、バイパスの柵のとこ
ろまで鹿の足跡があったので、いっしょに人の足跡もつけてきました。登りにはいると聞こえてくるのは風の
音だけ。雪をかぶった木々と風に流される雪の粉。9㎞折り返し地点でコーヒータイムとして戻りました。帰
りにはスキー場にも寄ってみました。林道でもゲレンデでも滑っていたのは一人だけで、まさにプライベート
コース状態でした。あんな場所を独り占めできるなんてとてもすばらしいことですね。
　静寂のなかで土曜日の午後をゆっくりと過ごせました。

地域おこし協力隊への意見・メッセージを募集いたします
　今後の協力隊に取り組んでもらいたいこと等の意見・メッセージを下記問い合わせ先までお寄せ
ください。
問い合わせ先 幌延町地域おこし協力隊　電話　5-1111（内線 226）

メール　kyoryokutai@town.horonobe.hokkaido.jp

●趣味
釣り：天塩川でヤマメ釣りをやりたいと思ってい
ます。見かけましたら釣りのご指導お願いします。
車 ：ドライブによく行きます。
ペットの飼育：金魚、メダカ、スナネズミ、蛇
を飼っております。変人に思われるかもしれない
ですが、結構気さくなので気軽に話しかけてくだ
さい。(笑)
湧水：湧水が好きでよく汲みにいきます。

●特技
車が好きなので簡単な車の整備ができます。
２級小型船舶操縦士の免許を持ってるので船を
運転することができます。残念ながら船は持って
いません。(笑)

●性格
さみしがり屋で一人で居ることがあまり好きでは
ありません。自分で興味を持ったことは集中して
やり遂げる性格ですが、興味を持てなかったこと
は蔑ろにしてしまうことがあるので頑張って直し
ます。あまり人見知りをしない性格なので、仲良
くしてください。

●今後どのような活動をしていきたいか
札幌市から幌延町に来たのですが、幌延町には
湧水、トナカイ、サロベツ原野、秘境駅など札
幌市には無い魅力がたくさんあります。今後は
幌延町の魅力を発掘していき、イベントやSNSを
利用してどんどん発信していきたいと考えていま
す。まちのみなさんと協力し合いながら幌延町
を盛り上げる活動をしていきたいと思っています
ので、よろしくお願いします。

●まちのみなさんへ一言
幌延町をいろいろ探索しようと思っていますの
で、見かけたら声を掛けてくれると嬉しいです。
まだ幌延町に来たばかりで右も左もわからずご
迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、ご
指導よろしくお願いします。

最後に、車が雪で埋ったときはいつでも声を掛け
てください。大きい車なのですぐ引っ張り出せる
と思います。
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若月秀晃さんを紹介します

幌延町地域おこし協力隊

若月秀晃さんを紹介します

（地域おこし協力隊　丸田 耕作）

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について
〇平成27年10月から通知カードによりマイナンバーが付番され、平成28年１月からは申請された
方に対してマイナンバーカードの交付が始まったことで、マイナンバー制度がより身近な存在に
なってきました。

〇今後様々な手続において、マイナンバーが必要になりますが、改めて次の点にご注意ください。

１　マイナンバーの取扱について
　マイナンバーは生涯にわたって利用する番号なので、通知カードやマイナンバーカードをなくし
たり、マイナンバーをむやみに提供したりしないようにしてください。
　また、マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカードの交付などの手続で、
行政機関などが口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・
保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一
切ありません。銀行のＡＴＭの操作をお願いすることもありません。

２　通知カードの利用範囲について
　通知カード（紙製）は、社会保障・税・災害対策における各手続の際に、「マイ
ナンバーの確認のため」のみ利用することができます。
　一般的な本人確認の手続には利用できませんので、ご注意ください。

３　住民票異動や戸籍届出の際はカードの持参をお忘れなく
　住民票の異動（転入・転居・転出）や戸籍の届出（婚姻等による氏名変更）の場合には、カード（通
知カードまたはマイナンバーカード）の記載事項変更が必要となりますので、手続の際には窓口までカ
ードをご持参ください。
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マイナンバーについてのお問い合わせ先
全国共通ナビダイヤル　０５７０－２０－０１７８
営業時間：平日９時30分～17時30分（土日祝日・年末年始を除く。）

マイナンバー

　町では、ＬＥＤ照明（LED電球及びLED照明器具）の普及促進により、電力使用量の削減及び温室効果ガスの排出抑制
を目的として、LED照明の購入費用補助を行っています。

・町内に住所を有する方
・自ら居住する住宅に設置するためのLED照明を町内の家電品店等で購入した方
・町税を滞納している者がいない世帯の方　など

補助対象者

　平成28年3月18日（金）までに購入したLED照明の費用。（設置費、工賃等は補助対象に含まれません。）
補助対象

　LED購入費の１/２以内　20,000円が上限ですが、ＬＥＤ電球のみの場合は5,000円が上限です。補助金は、幌延町
商工振興会の商品券で交付しますので500円単位になります。

　補助金申請書に領収書の原本（購入者氏名、購入年月日、製造メーカー、品名、数量、金額が明記され、領収印
が押されたもの。これらの要件が具備されていれば、レシートでも可。）を添えて提出してください。
　補助金の申請は、１戸の住宅を１世帯とし、１回限りです。

補助金額

補助申請

【申請期限】　平成28年3月18日㈮まで
【申 請 先】　総務課企画振興グループまたは問寒別出張所

問い合わせ先　総務課企画振興グループ 電話：５－１１１１（内線222、223、224、） 告知端末機：５－８８１２

家庭用LED照明購入費補助制度家庭用LED照明購入費補助制度家庭用LED照明購入費補助制度
平成27年度の申請期限は平成28年3月18日㈮までです
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